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１０
月
１
日
を
基
準
日
と
し
て
平

成
２０
年
住
宅
・
土
地
統
計
調
査
が

実
施
さ
れ
ま
す
。

　
こ
れ
は
、
総
務
省
が
実
施
す
る

統
計
調
査
で
、
町
内
で
は
拳
ノ
川
・

市
野
々
川
・
佐
賀
・
馬
地
・
灘
・

浮
鞭
・
口
湊
川
・
入
野
本
村
・
芝
・

万
行
・
上
田
の
口
・
田
野
浦
を
対

象
に
調
査
が
行
わ
れ
ま
す
。

　
９
月
上
旬
か
ら
、
対
象
と
な
っ

た
地
区
に
は
、
調
査
員
証
を
携
帯

し
た
調
査
員
が
調
査
対
象
の
把
握

の
た
め
の
調
査
に
伺
い
ま
す
。

　
９
月
下
旬
に
は
、
調
査
対
象
と

な
っ
た
世
帯
に
『
調
査
票
』
の
配

布
に
伺
う
こ
と
に
な
り
ま
す
の
で
、

調
査
員
が
訪
問
し
た
際
に
は
、
ご

協
力
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
本
庁
総
務
課 

企
画
振
興
係

　
蕁
４
３
―
２
１
１
２（
直
通
）

　
町
内
の
誰
も
が
気
楽
に
利
用
で

き
る
無
料
の
『
職
業
紹
介
所
』
を

黒
潮
町
役
場
産
業
振
興
課
に
開
設

し
て
い
ま
す
。

　
町
内
で
仕
事
を
お
探
し
の
方
（
求

職
者
）
や
町
内
で
人
を
雇
い
た
い

事
業
主
（
求
人
者
）
が
、
そ
れ
ぞ

れ
登
録
し
て
お
く
こ
と
で
、
お
互

い
の
希
望
に
合
っ
た
求
人
・
求
職

情
報
を
紹
介
し
ま
す
。

　
現
在
の
と
こ
ろ
求
職
者
の
登
録

が
少
な
く
、
求
人
情
報
が
あ
っ
て

も
十
分
な
紹
介
が
出
来
な
い
状
況

で
す
。
登
録
さ
れ
て
も
、
希
望
に

沿
う
も
の
が
な
け
れ
ば
、
す
ぐ
に

紹
介
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
が
、

ま
ず
は
登
録
し
て
み
て
は
い
か
が

で
し
ょ
う
か
。
ま
た
、
事
業
主
の

方
も
忙
し
い
時
期
の
み
の
短
期
間

の
雇
用
か
ら
長
期
間
の
雇
用
ま
で
、

ど
ん
な
求
人
情
報
で
も
か
ま
い
ま

せ
ん
の
で
、
多
く
の
求
人
情
報
の

登
録
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

○
お
申
し
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ

　
大
方
総
合
支
所

　
産
業
振
興
課 

商
工
観
光
係

　
蕁
４
３
―
２
１
１
３（
直
通
）

　
Ｎ
Ｈ
Ｋ
で
は
、
障
害
者
手
帳
を

お
持
ち
の
方
な
ど
を
対
象
に
放
送

受
信
料
の
免
除
を
行
っ
て
い
ま
す

が
、

１０
月
１
日
よ
り
免
除
の
対
象

範
囲
が
次
の
よ
う
に
広
が
り
ま
す
。

免
除
基
準

【
全
額
免
除
】

・
身
体
、
知
的
、
精
神
の
い
ず
れ

か
の
障
が
い
の
あ
る
方
が
い
る

世
帯
の
う
ち
、
世
帯
全
員
が
市

町
村
民
税
非
課
税
の
場
合
（
※

身
体
も
し
く
は
、
精
神
障
が
い

者
に
つ
い
て
は
、
手
帳
を
お
持

ち
の
方
に
限
ら
れ
ま
す
。）

・
生
活
保
護
な
ど
の
公
的
扶
助
を

受
け
て
い
る
場
合

【
半
額
免
除
】

・
視
覚
も
し
く
は
、
聴
覚
障
が
い

者
の
方
が
世
帯
主
で
あ
る
場
合

・
身
体
障
害
者
手
帳
の
障
害
等
級

が
１
、
２
級
の
方
が
世
帯
主
で

あ
る
場
合

・
重
度
の
知
的
障
が
い
者
が
世
帯

主
で
あ
る
場
合

・
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
の

障
害
等
級
が
１
級
の
方
が
世
帯

主
で
あ
る
場
合

・
戦
傷
病
者
手
帳
の
障
害
程
度
が

特
別
項
症
か
ら
第
１
款
症
の
方

が
、
世
帯
主
で
あ
る
場
合

申
請
書
類

　
申
請
書
類
は
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ま
た
は

役
場
の
担
当
係
に
あ
り
ま
す
。

○
お
問
い
合
わ
せ
・
担
当
係

　
大
方
総
合
支
所
 

　
健
康
福
祉
課 

福
祉
係

　
蕁
４
３
―
２
１
１
６（
直
通
）

　
佐
賀
総
合
支
所

　
健
康
福
祉
課 

保
険
福
祉
係

　
蕁
５
５
―
３
１
１
２（
直
通
）

　
Ｎ
Ｈ
Ｋ
視
聴
者
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー

 
蕁
０
５
７
０
―
０
７
７
―
０
７
７

　
毎
年
９
月
１
日
か
ら

１０
日
ま
で

は
「
屋
外
広
告
美
化
旬
間
」
で
す
。

　
ポ
ス
タ
ー
や
広
告
塔
な
ど
で
、

常
時
ま
た
は
一
定
期
間
継
続
し
て

公
衆
に
表
示
さ
れ
る
広
告
物
は
、

情
報
伝
達
の
手
段
と
し
て
だ
け
で

な
く
、
街
に
賑
わ
い
を
与
え
て
く

れ
ま
す
。

　
し
か
し
無
秩
序
に
氾
濫
す
る
と
、

美
し
い
街
並
み
や
自
然
景
観
が
損

な
わ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
落
下
や

飛
散
に
よ
る
危
害
が
予
想
さ
れ
ま

す
。
そ
の
た
め
、
県
で
は
条
例
に

よ
っ
て
、
大
き
さ
だ
け
で
な
く
、

広
告
物
が
出
せ
な
い
地
域
や
、
許

可
が
必
要
と
な
る
地
域
を
定
め
て

い
ま
す
。

　
今
年
も
、
９
月

１０
日
の
「
屋
外

広
告
の
日
」
に
は
県
内
各
地
で
一

斉
に
違
反
広
告
物
の
除
去
を
行
い

ま
す
。
屋
外
へ
無
許
可
で
出
し
て

い
る
「
は
り
紙
」・「
は
り
札
」
な

ど
の
違
反
広
告
物
を
除
去
し
破
棄

し
ま
す
。

　
美
し
い
街
並
み
の
た
め
に
は
、

み
な
さ
ん
の
ご
理
解
と
ご
協
力
が

必
要
で
す
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
し

ま
す
。

屋
外
広
告
の
広
告
主
お
よ
び
広
告

業
者
の
み
な
さ
ん
へ

　
広
告
を
出
さ
れ
る
と
き
は
、
最

寄
の
土
木
事
務
所
（
※
高
知
市
内

は
高
知
市
役
所
）
ま
で
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
県
内
で
屋
外
広
告
物
業

を
営
む
方
は
、
登
録
が
必
要
で
す
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
幡
多
土
木
事
務
所 

維
持
管
理
課

　
蕁
３
４
―
５
２
２
２

　
県
庁
都
市
計
画
課
Ｈ
Ｐ（
屋
外
）

http://w
w

w
.pref.kochi.jp/̃tosi

kei/tk-
4/okugai/tebiki.htm

「
住
宅
・
土
地
統
計
調
査
」
に

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す

Ｎ
Ｈ
Ｋ
放
送
受
信
料
の
免
除
基
準
が

変
わ
り
ま
す（
１０
月
１
日
か
ら
）

屋
外
広
告
物

違
反
広
告
物
を
一
斉
撤
去
し
ま
す

お
知
ら
せ

仕
事
を
お
探
し
の
方
、
事
業

主
の
方
、
黒
潮
町
無
料
職
業

紹
介
所
に
登
録
し
ま
せ
ん
か


